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第１２章 市街化調整区域の建築制限 
 

第６８ 開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限等 

（開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限） 

法第４３条 

何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県

知事の許可を受けなければ、第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築

物を新築し、又は第１種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途

を変更して同項第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。ただ

し、次に掲げる建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定工作物の新設については、

この限りでない。 

(1) 都市計画事業の施行として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定工作

物の新設 

(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１

種特定工作物の新設 

(3) 仮設建築物の新築 

(4) 第２９条第１項第９号に掲げる開発行為その他の政令で定める開発行為が行われた土地の 

区域内において行う建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定工作物の新設 

(5) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

２ 前項の規定による許可の基準は、第３３条及び第３４条に規定する開発許可の基準の例に準じ

て、政令で定める。 

３ 国又は都道府県等が行う第１項本文の建築物の建築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定

工作物の新設（同項各号に掲げるものを除く。）については、当該国の機関又は都道府県等と都

道府県知事との協議が成立することをもって、同項の許可があったものとみなす。 

１ 建築等の許可（法第４３条第１項本文） 

市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、市長の許可を受けな

ければ、法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物等以外の建築物を新築し、又は

第１種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して同項第２

号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物としてはならない。 

(1) 法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物は次のものをいう。 

ア 農林漁業従事者の住宅及び農林漁業施設（第２号） 

イ 公益上必要な施設（第３号） 

(2) 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、法第３４条各号のい

ずれかに該当し、かつ、開発許可を要しない次に掲げる行為を行おうとする者は、当該行為を着

手する前に市長の許可を受けなければならない。 

ア 建築物の新築又は第１種特定工作物の新設 

イ 建築物の改築 

ウ 用途の変更を伴う建築物の増築又は改築 

エ 建築行為（増築又は改築）を伴わない用途の変更 

(3) 主たる目的が建築物の建築でない行為に係る施設（運動・レジャー施設、資材置場等）の建設

後に当該区域内に必要と認められる建築物（クラブハウス、管理棟等）を新築する場合は、法第

４３条第１項の許可を受けなければならない。 
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＊法第４３条第１項に基づく許可を申請する場合は、原則として当該施設が実在していなければ

ならない。 

(4) 本項の対象となる土地は、市街化調整区域内の宅地（宅地とみなす土地を含む。）に限るものと

する。 

２ 適用除外（法第４３条第１項ただし書） 

法第４３条第１項ただし書は、同項第１号から第６号までに掲げるものについては適用除外とし

ている。なお、法第２９条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物を建築する場合は許可を

要しない。 

(1) 法第４３条第１項ただし書に規定する行為（適用除外となる行為） 

第１号 都市計画事業として行う行為 

第２号 非常災害時の応急建築物の建築等 

第３号 仮設建築物（工事現場に設ける工事用仮設建築物）の新築 

第４号 法第２９条第１項第９号に掲げる開発行為のほか一定の開発行為が行われた土地の

区域内における行為 

＊「一定の開発行為」とは、政令第３４条第１号又は第２号に規定された次の開発行為をいう。 

ア 政令第３４条第１号に規定する法第２９条第１項第４号から第９号までに掲げる開発行為 

(ア) 都市計画事業として行った開発行為の区域内における行為 

(イ) 土地区画整理事業として行った開発行為の区域内における行為 

(ウ) 市街地再開発事業として行った開発行為の区域内における行為 

(エ) 住宅街区整備事業として行った開発行為の区域内における行為 

(オ) 防災街区整備事業として行った開発行為の区域内における行為 

(カ) 公有水面埋立事業として行った開発行為の区域内における行為 

イ 政令第３４条第２号に規定する開発行為 

旧住宅地造成事業に関する法律（昭和３９年法律第１６０号）第４条の認可を受けて行った

開発行為の区域内における行為 

＊当該土地等において新たに開発行為を行う場合は、開発許可を受けることを必要とするものと

する。 

【旧住宅地造成事業施行区域内における建築方針】 

  市街化調整区域にある旧住宅地造成事業に関する法律で施行が完了した区域内について、次

のとおり方針を定める。 

(ア) 方針 

 我孫子市の市街化調整区域には、旧住宅地造成事業に関する法律の施行が完了した区域があ

る。この区域は、専用住宅を目的として公共施設等が整備されている。このため、当該区域に

おける建築物は、周辺環境の保全と調和を図りつつ、快適な居住環境の確保及び良好な公共施

設の維持管理を図れるものであるものとする。 

(イ) 建築物の用途 

 建築物の用途は、原則として専用住宅とする。 

(ウ) 敷地 

 敷地は、原則として同一敷地とする。 

(2) 第５号 通常の管理行為、軽易な行為 

「通常の管理行為、軽易な行為」とは、政令第３５条に規定する次の行為をいう。 

ア 既存建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築 
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イ 建築物の改築又は用途の変更で当該改築又は用途の変更に係る床面積の合計が１０㎡以内で

あるもの 

ウ 市街化調整区域内に居住する者が自営する日用品店舗等の建築物で、予定建築物の延べ面積

（同一敷地内に２以上の用途上不可分な建築物（例：日用品店舗と倉庫等）を建築する場合は、

それぞれの延べ面積の合計）の合計が５０㎡以内（業務の用に供する部分の面積が延べ面積の

５０％以上のものに限る。）のものの新築 

エ 土木事業その他の事業に一時的に使用するための第１種特定工作物の新設 

３ 許可の基準（法第４３条第２項） 

許可基準は、政令第３６条第１項第１号により敷地の基準を、同項第３号において建築物又は第

１種特定工作物に係る基準を定めているので、申請にかかる敷地並びに建築物又は第１種特定工作

物がそれぞれの基準に適合した場合に許可するものとする。 

(1) 敷地の基準（政令第３６条第１項第１号） 

ア 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、敷地内の下水を有効に排出すると

ともに、その排出によって当該敷地及びその周辺の地域に出水等による被害が生じないような

構造及び能力で適当に配置されていること。 

(ア) 当該地域における降水量 

(イ) 当該敷地の規模、形状及び地盤の性質 

(ウ) 敷地の周辺の状況及び放流先の状況 

(エ) 当該建築物又は第１種特定工作物の用途 

＊建築物又は第１種特定工作物が自己の居住用又は敷地面積１０００㎡未満の自己の業務の

用に供するものにあっては、敷地内処理を認めるものとする。 

イ 地盤の沈下、崖崩れ出水その他による災害を防止するため、当該土地について、地盤の改良、

擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられていること。 

(2) 地区計画又は集落地区計画の区域（地区整備計画又は集落地区整備計画が定められている区域

に限る。）内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第１種特定工作物の用途が当該地区計

画又は集落地区計画に定められた内容に適合していること。（政令第３６条第１項第２号） 

(3) 建築物又は第１種特定工作物に係る基準（政令第３６条第１項第３号） 

次のいずれかに該当すること。 

ア 法第３４条第１号から第１０号までに規定する建築物又は第１種特定工作物 

第１号   周辺市街化調整区域居住者のための店舗等 

第２号   鉱物資源、観光資源施設 

第３号   特別な自然条件を必要とする開発行為（本市では適用していない。） 

第４号   農林漁業用施設 

第５号   農林業等活性化のための施設 

第６号   中小企業振興のための施設 

第７号   既存工場関連施設 

第８号   火薬類施設 

第８号の２ 開発不適地に存する建築物等の移転 

第９号   沿道施設 

第１０号  地区計画又は集落地区計画区域内の開発行為 

イ 法第３４条第１１号の条例で指定する土地の区域内における建築物の新築等若しくは第１種

特定工作物の新設（本市では当号に基づく条例は制定していません。） 
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ウ 条例で目的及び用途を限り定められた建築物の新築、改築若しくは用途の変更（法第３４条

第１２号） 

エ 法第３４条第１３号に規定する者が同号に規定する土地において同号に規定する目的で建築

し、又は建設する建築物又は第１種特定工作物（政令第３０条に規定する期間内に建築し、又

は建設するものに限る。） 

オ 当該建築物又は第１種特定工作物の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、

かつ、市街化区域内において建築し、又は建設することが困難又は著しく不適当と認められる

建築物又は第１種特定工作物で、あらかじめ開発審査会の議を経たもの。（法第３４条第１４号） 

＊本号の基準の運用については、法第３４条各号の基準に準じて取り扱うものとする。この場

合、法第３４条各号に記載の開発行為を「建築行為」と読み替えて適用する。（第８章市街

化調整区域の開発許可の基準参照） 

(4) 政令第３６条第２項 

第２６条、第２８条及び第２９条の規定は、前項第１号に規定する基準の適用について準用す

る。 

 

【条例】 

（法第３４条第１２号の条例で定める開発行為） 

第１７条 法第３４条第１２号の条例で定める開発行為は、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

(1) 市街化調整区域において、線引きの日前土地所有者の親族が婚姻等により、当該線引きの

日前土地所有者が所有する土地において、新たに自己の居住の用に供するための専用住宅の

建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が５００平方メートル以下のもの。

この場合において、線引きの日前土地所有者又は当該親族は、次に定める要件のいずれにも

該当していなければならない。 

ア 線引きの日前土地所有者及び当該親族は、市街化区域内に建築物の建築が可能な土地を

所有していないこと。 

イ 線引きの日前土地所有者は、当該土地又はその周辺に居住していること。ただし、農業

を営まない線引きの日前土地所有者にあっては、線引きの日前から引き続き当該土地又は

その周辺の市街化調整区域に居住していること。 

(2) 既存集落内において、線引きの日前土地所有者が自己の居住の用に供する住宅を所有して

いない場合に、当該線引きの日前土地所有者が所有する土地において、自己の居住の用に供

するための専用住宅の建築を目的として行う開発行為であって、開発区域の面積が５００平

方メートル以下のもの 

(3) 市街化調整区域において、線引きの日前から存する専用住宅又は建築基準法第６条第１項

若しくは第６条の２第１項の規定により建築の確認を受けて建築された専用住宅の増築又は

改築（当該専用住宅の敷地及び用途を変更しないものに限る。）を目的とする開発行為 

(4) 市街化調整区域において、線引きの日前に建築物の建築を目的として造成され、かつ、給

水施設、排水施設等が整備されていると認められる土地に、自己の居住の用に供するための

専用住宅の建築を目的として行う開発行為 

(5) 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第３条に規定する収用対象事業の施行により、

本市の市街化調整区域に存する専用住宅を移転し、又は除却する必要がある場合に、これら

に代わるものを従前と同一の用途及び同程度の規模で当該市街化調整区域において建築する
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ことを目的として行う開発行為 

(6) 市街化調整区域において、線引きの際既に宅地であった土地が市街化区域から１キロメー

トル以内にあり、かつ、次のいずれかの地域内にあるときに、当該土地において専用住宅の

建築を目的として行う開発行為で、当該専用住宅の建ぺい率が５０パーセント、容積率が１００

パーセント及び高さが１０メートルを超えないもの 

ア 半径１５０メートルの円の範囲内に、４０以上の建築物（市街化区域内に存するものを

含む。ただし、車庫、物置その他これらに類する附属建築物を除く。以下この号において

同じ。）が連たんしている地域。ただし、車庫、物置その他これらに類する附属建築物を除

く建築物の算出に当たっては、規則で定める建築物を算入することができる。 

イ 建築物の敷地間の距離が５５メートル以内で４０以上の建築物が連たんしている地域で

あって、当該建築物の敷地からの距離が５５メートルの範囲内であるもの 

（政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物） 

第１８条 政令第３６条第１項第３号ハの条例で定める建築物は、前条各号に規定する開発行為

に係る予定建築物の要件に該当する建築物とする。 

 

４ 許可申請の手続 

(1) 許可申請書 

法第４３条第１項の許可を受けようとする者（申請者）は、市長に申請書を提出しなければな

らない。 

申請書の提出部数は、正本１部、副本１部とする。なお、申請書等の様式は省令及び規制に関

する規則によるものとする。 

(2) 添付図書 

申請書は委任状を含め次に掲げる図書により作成するものとする。 

ア 書類（各書類にはインデックス（書類名入り）を貼付する。） 

(ア) 許可申請書（副本には申請書の写しを添付） ：省令別記様式第９ 

(イ) 申請手数料領収書 

(ウ) 住民票の写し（法人の場合は現在事項全部証明書） 

(エ) 土地の登記事項証明書（市長が特に必要と認めた場合は土地の閉鎖登記簿謄本を添付す

る。） 

(オ) 埋蔵文化財の所在の有無の回答書の写し   

(カ) 既存の権利を証する書類（政令第３６条第１項第３号ニに該当する場合に限る。土地の

閉鎖登記簿謄本、農地法第５条の許可書の写し等） 

(キ)  雨水に関する排水放流申請回答書の写し（建築物の用途が自己の居住の用に供する専用

住宅以外で、建築物の敷地となる土地の面積が３００㎡以上の場合に限る。） 

(ク)  その他必要と認める書類（建築理由書、誓約書及び第三者が撮影年月日を証明する航空

写真の原本等） 

イ 図面（設計者の記名を必要とし、各図面にはインデックス（図面名入り）を貼付する。） 

(ア) 位置図（縮尺：１/２，５００以上） 

(イ) 連たん図（縮尺：１/２，５００以上） 

(ウ) 不動産登記法第１４条第１項に規定する地図の写し又は同条第４項に規定する地図に

準ずる図面の写し 

(エ) 設計図（縮尺は原則とする。） 

ａ 道路及び水路境界確定図（縮尺：１/５００以上） 
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ｂ 土地の求積図（縮尺：１/１００以上） 

ｃ 敷地現況図（予定建築物の配置図）（縮尺：１/１００以上） 

(ａ)建築物の新築若しくは改築又は第１種特定工作物の場合に明示すべき事項 

敷地の境界、建築物の位置、又は第１種特定工作物の位置、崖及び擁壁の位置並び

に排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 

(ｂ)建築物の用途の変更の場合 

敷地の境界、建築物の位置並びに排水施設の位置、種類、水の流れの方向、吐口の

位置及び放流先の名称 

ｄ 敷地断面図（縮尺：１/１００以上） 

ｅ 予定建築物の各階平面図、立面図（２面以上）、求積図（縮尺：１/１００以上） 

ｆ 排水施設の平面図及び構造図（縮尺：１/５０以上） 

ｇ  がけの断面図（縮尺：１/５０以上） 

ｈ  擁壁の断面図（縮尺：１/５０以上） 

ｉ  その他市長が必要と認める図書（地盤改良図、浄化槽図書等） 

(3) その他 

申請に際しては、条例第２８条の規定に基づき、我孫子市建築行為等に関する留意事項（平成

１４年告示第２０号）を遵守するものとする。 

５ 許可の通知 

(1) 市長は許可の決定をしたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定工作

物の新設許可通知書（規制に関する規則様式第２４号）により申請者に通知する。 

(2) 市長は不許可の決定をしたときは、建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定工

作物の新設不許可通知書（規制に関する規則様式第２５号）により申請者に通知する。 

６ 市との協議 

国又は都道府県等が行う第１項本文の建築物の建築、改築若しくは用途の変更又は第１種特定工

作物の新設（同項各号に掲げるものを除く。以下「建築物の建築等」という。）で、当該国の機関又

は都道府県等と協議の対象となるものは、次のとおりとする。 

(1) 協議の対象となる建築物の建築等 
ア 政令第２１条第２６号イ～ホに規定する建築物 

【政令】 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第２１条 

法第２９条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

(26) 国、都道府県等（法第３４条の２第１項に規定する都道府県等をいう。）、市町村（指

定都市等及び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。）又は市

町村がその組織に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験

所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの 

イ 学校教育法第１条に規定する学校、同法第１２４条に規定する専修学校又は同法第

１３４条第１項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

ロ 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による家庭的保育事業、小規模保育事業

若しくは事業所内保育事業、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）による社会福祉

事業又は更生保護事業法（平成７年法律第８６号）による更生保護事業の用に供する

施設である建築物 



１２－7 
 

ハ 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第１条の５第１項に規定する病院、同条第２

項に規定する診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所の用に供する施設である

建築物 

ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住し

ている者の利用に供するものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国

土交通省令で定めるものを除く。） 

【省令】 

（令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定める庁舎） 

第１７条の２ 

令第２１条第２６号ニの国土交通省令で定める庁舎は、次に掲げるものとする。 

(1) 国が設置する庁舎であって、本府若しくは本省又は本府若しくは本省の外局の本庁の

用に供するもの 

(2) 国が設置する地方支分部局の本庁の用に供する庁舎 

(3) 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町村

役場の用に供する庁舎 

(4) 警視庁又は道府県警察本部の本庁の用に供する庁舎 

（令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定める宿舎） 

第１７条の３ 

令第２１条第２６号ホの国土交通省令で定める宿舎は、職務上その勤務地に近接する場所

に居住する必要がある職員のためのものとする。 

＊省令第１７条の２第３号に規定する市役所、特別区の区役所又は町村役場の用に供する庁舎は、

本庁舎とする。（参考：国土交通省作成の開発許可制度運用指針Ⅰ－２－３） 

＊法第３４条の２第１項に定める者のほか、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構、日本下水道事業団、土地開発公社（都道府県等が設立したものに限る。）、

独立行政法人空港周辺整備機構については、法第３４条の２第１項の国又は都道府県等とみな

し、市との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなす。 

（参考：国土交通省作成の開発許可制度運用指針Ⅰ－８） 

イ 都道府県等が設置する直接その事務・事業の用に供する建築物ではない建築物 

具体の建築物：公営住宅 

(2) 協議の対象とならない建築物の建築等 

ア 法第２９条第１項各号に掲げる建築物の建築等 

(3) 市との協議 

ア 協議の申出 

    法第４３条第３項の規定による協議をしようとする者は、建築物の新築、改築若しくは用途の

変更又は第一種特定工作物の新設協議申出書（別記様式７）を市長に提出しなければならない。

提出する部数は、正本１部副本１部とする。 

イ 協議 

ａ 協議は、政令第３６条の基準にかんがみて行うものとし、添付図書は前記４の規定を準用す 

る。 

ｂ 政令第３６条第１項第３号ホに該当する建築物の建築等に関しては、千葉県開発審査会の議

を経るものとする。 



１２－8 
 

    ウ 協議の成立 

     市長は、協議の内容が適当と認められたときは、申出者に対して建築物の新築、改築若しくは

用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議同意書（別記様式８）を交付するものとする。 

 

 

 


